
令 和 ７ 年 ４ 月 ３ ０ 日 

 

受注者の皆様 

 

  技術監理局契約制度課 

技術監理局技術管理課 

 

 

工事請負契約における設計金額の算出について（お知らせ） 

 

 

工事請負契約における予定価格の算出にあたっては、土木請負工事工事費積算要領、

及び公共建築工事積算基準等に基づき、工事価格に係る直接工事費、共通仮設費、現場管

理費及び一般管理費等により算出することとしています。 

「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に基づき、工事を管理するために必要な共

通仮設費以外の経費などについて、下記のとおり整理しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１ 整理内容 

 （１）工事を管理するために必要な共通仮設費以外の経費は、「現場管理費」とします。 

   【例１】．機械設備工事（ex.プラント工事等）の「据付間接費」及び「設計技術費」は、現

場管理費に加算します。 

   【例２】．道路照明灯工事及び交通信号設置工事における「機器間接費」は、現場管理

費に加算します。 

 

 （２）現場管理費や共通仮設費に含まれない費用は、「直接工事費」とします。 

   【例１】．プラント工事における「機器費」は、直接工事費に加算します。 

   【例２】．道路照明灯工事及び交通信号設置工事における「機器単体費」や「鋼構造製作

物」は、直接工事費に加算します。 

 

 ※なお、予定価格の算出に変更が生じるものではありません。 

 

 

２ 適用日 

令和７年７月１日以降に開札を行う工事から適用します。 

 

 

３ 問合せ先 

   本件お知らせについて  技術監理局契約制度課  ＴＥＬ：５８２－２５４５ 

   積算方法について     技術監理局技術管理課  TEL：５８２－２０４５ 


